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資料集 

１ 広島市の環境保全行政 

⑴ 環境保全行政に関係する局課等 
令和７年４月１日現在  

局 課 等 名 称 環 境 に 関 す る 事 務 

市民局  

  生涯学習課 ・生涯学習の振興 
  消費生活センター ・消費者施策に係る企画及び調整並びに情報の収集及び提供 
 文化スポーツ部  
  文化振興課 ・文化財の保存及び活用 

 国際平和推進部  
  国際化推進課 ・国際交流・協力の推進に関する企画及び総合調整 

健康福祉局  
 衛生研究所  
  環境科学部 ・環境保全に関する試験及び検査並びに調査及び研究 
こども未来局  
 こども青少年支援部 ・青少年教育施設の管理運営 
環境局  
  環境政策課 ・固形状一般廃棄物処理事業の企画及び調整 

・地域環境管理に係る企画及び調整 
・環境保全事業基金 

 温暖化対策課 ・地球環境問題に係る調査、企画及び総合調整 
・地球温暖化対策 
・環境保全に関する啓発及び普及 

環境保全課 ・公害防止に関する調査及び企画 
・大気汚染、悪臭、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下、騒音及び振動(以下「大気汚染
等」という。)の防止に係る指導、規制及び環境調査 

・大気汚染等に関する苦情、陳情等の処理 
・環境影響評価に係る審査、指導及び調整 
・公害防止に関する啓発及び普及 

 環境施設部 ・廃棄物処理施設の調査及び計画 
・廃棄物処理施設の設置、更新、長寿命化等 
・廃棄物処理施設の多面的価値の創出に係る調査、研究、企画及び調整 
・廃棄物処理施設及び環境測定施設に係る工事 
・廃棄物処理施設に係る大気､水質等の調査 
・廃棄物処理施設のうち最終処分場の管理 
・一般廃棄物処理施設の設置の許可及び届出の受理並びに当該施設の設置、更新及び
維持管理に関する指導及び監督 

  清掃工場 (中、安佐
南、安佐北) 

・固形状一般廃棄物の焼却処分 
・固形状一般廃棄物の破砕処分(安佐南工場に限る。) 
・施設の維持管理 

 恵下埋立地管理事務所 ・固形状一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入管理及び埋立処分 
・施設の維持管理 

 業務部  
  業務第一課 ・固形状一般廃棄物の処理対策 

・固形状一般廃棄物の収集、運搬及び処分の作業計画 
・固形状一般廃棄物処理業の許可並びに一般廃棄物処理業者の指導及び監督 
・固形状一般廃棄物の処理に関する指導及び監督 
・固形状一般廃棄物の減量化及び資源化 
・環境美化に関する啓発及び総合調整 
・河川の清掃 

業務第二課 
 

・液状一般廃棄物の処理対策に関する調査及び企画 
・液状一般廃棄物の収集、運搬及び処分の作業計画 
・液状一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可並びに浄化槽保守点検業者の登録 
・液状一般廃棄物の処理に係る指導、監督及び規制 
・液状一般廃棄物の不法投棄の防止に係る監視及び指導 
・浄化槽の設置等に係る受付、審査及び検査 
・浄化槽の維持管理に係る指導、監督及び規制 
・合併処理浄化槽の普及 

  
 
 
 
 

産業廃棄物指導課 
 
 
 
 

・産業廃棄物の処理対策に関する調査及び企画 
・産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可並びに産業廃棄物処理業者

及び特別管理産業廃棄物処理業者の指導及び監督 
・産業廃棄物の保管及び処理に関する指導及び監督 
・産業廃棄物処理施設の設置の許可並びに当該施設の設置、整備及び維持管理に関す

る指導及び監督 
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局 課 等 名 称 環 境 に 関 す る 事 務 
  

 
 
 

 ・産業廃棄物の不法投棄の防止に係る監視及び指導 
・使用済自動車に関する引取業者及びフロン類回収業者の登録､指導及び監督 
・使用済自動車に関する解体業及び破砕業の許可並びに解体業者及び破砕業者の指導

及び監督 
  環境事業所(中、南、

西、安佐南、安佐北、
安芸、佐伯) 

・固形状一般廃棄物の処理作業に係る調査及び連絡調整 
・固形状一般廃棄物の収集及び運搬 
・固形状一般廃棄物の不法投棄の防止に係る監視及び指導 

経済観光局  
 地域産業振興課 ・環境経営実践講習会の開催 
 中小企業支援課 ・特別融資（環境保全資金、新成長ビジネス育成資金） 
 企業誘致・創業推進課 ・新産業の育成及び新事業の創出 
 農林水産部  

  農政課 ・農林水産業行政に関する総合的な企画及び調整 
・農業行政に関する企画及び調整 
・中山間地域等直接支払 
・鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲に関する事務の総括 

  農林整備課 
 

・農業用施設の工事の総括 
・林業行政に関する企画及び調整 
・森林保護に関する事務の総括 
・市有林の経営及び管理 
・憩の森等の管理の総括 

  

  水産課 ・水産行政に関する企画及び調整 
 観光政策部おもてなし推

進担当 
・「水の都ひろしま」づくりの推進に係る総合調整 

都市整備局  
 技術管理課 ・建設技術施策の調査及び企画 
 都市計画課 ・都市整備に係る基本的方針の策定 

・都市デザインに関する調査及び企画並びに総合調整 
・都市景観に関する指導及び調整 
・公共建築のデザイン検討 

 みなと振興課 ・広島港湾の整備及び管理に関する調査、企画及び調整 
 西風新都整備部 ・西風新都の計画区域内における景観計画に関する指導及び届出 

・計画区域内における幹線道路(道路交通局道路部道路計画課、安佐南区役所農林建設
部地域整備課及び佐伯区役所農林建設部地域整備課の所掌に属するものを除く。)の
整備計画 

 緑化推進部  
  緑政課 ・緑化に関する企画及び指導 

・緑化思想の啓発及び普及 
・緑地の保全及び自然保護 
・公園、墓園、緑地及び緑道(以下「公園等」という。)の管理の総括 
・平和記念公園、中央公園、広島広域公園、安佐動物公園及び植物公園(以下「平和記

念公園等」という。)の管理 
・公園等整備事業に関する予算の調整 

  公園整備課 ・公園等の基本計画及び建設計画 
・公園等整備事業の事業計画 
・公園等の維持補修工事の総括 
・平和記念公園等の改良計画及び補修計画並びに維持補修工事 
・原爆ドームの保存工事 
・開発行為に伴う公園等の調査及び指導 
・中央公園広場エリアに関すること 

 指導部  
  建築指導課 ・建築指導行政に関する企画及び総合調整 

・特定建築物の省エネルギー措置の届出、指示等 
・建築物に係る環境への配慮に関すること。 

  宅地開発指導課 ・開発事業の審査及び指導 
 住宅部住宅政策課 ・住宅対策に関する調査、企画及び調整 
道路交通局  
 道路交通企画課 ・交通政策に係る調査、企画及び調整 
 自転車都市づくり推進課 ・自転車施策に関する調査、企画及び調整 

・放置自転車等に係る指導及び撤去の総括 

道路交通局  
 道路部  
  道路計画課 ・道路計画の総合調整 

・道路整備に係る調査、企画及び調整 
  道路課 ・道路事業による道路の事業計画 
  ・電線類地中化の整備計画 



- １９０ - 

 

局 課 等 名 称 環 境 に 関 す る 事 務 
街路課 ・街路事業による道路の事業計画 

・街路事業による道路及び橋りょうの新設工事及び改良工事 
・有料道路と密接な関連のある都市計画道路の建設 

 公共交通政策部 ・都市交通対策 
・空港対策 

交通施設整備部 ・新交通事業に係る総合調整 
・軌道系交通機関の整備計画 

下水道局  
 経営企画課 ・下水道事業の経営に関する調査及び企画等 
 河川防災課 ・河川の管理の総括等 
 管理部  
  管理課 ・公共下水道及び農業集落排水処理施設(下水道敷及び下水道管路(以下「下水道敷

等」という。)を除く。)の管理の総括等 
維持課 ・水資源再生センター、下水ポンプ場及び農業集落排水処理施設の運転操作、維持管

理及び補修工事の総括等 
  水資源再生センター

(千田、江波、旭町、
西部) 

・水資源再生センター及び中継ポンプ場の維持管理、運転操作及び補修工事 
・下水道施設の維持管理に必要な水質の検査 

 施設部  
  計画調整課 ・下水道の整備に係る総合調整等 
  管路課 ・下水道敷等の管理の総括等、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水

処理施設･市営浄化槽の整備 
  施設課 ・水資源再生センター、下水ポンプ場及び農業集落排水処理施設の建設工事及び改良

工事等 
水道局  
 企画総務課 ・水源涵養並びにこれに関する啓発活動 

・環境施策に関する企画、調査及び研究 
 技術部  
  水質管理課 ・水源水域の水質調査 

・水質管理に係る企画、調査及び研究 
教育委員会  
 総務部  
  施設課 ・学校緑化 
 学校教育部  
  指導第一課 ・幼稚園教育及び小学校教育(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)の指導 
  指導第二課 ・中学校、高等学校及び中等教育学校における教育の指導(特別支援教育課の所掌に属

するものを除く。)  
  特別支援教育課 ・特別支援教育に係る指導 
 教育センター ・教育関係職員の研修 

・教育関係資料の収集及び学校等への提供 
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⑵ 環境保全行政のあゆみ（年表） 

年月 国 ・ 広 島 県 広  島  市 

昭和 

42. 4 

  降下ばいじん、硫黄酸化物(PbO2法)及び自動車排出

ガス調査開始 

8 「公害対策基本法」公布  

10   衛生課に公害係(3名)を設置 

43. 1   排水パトロール班発足 

6 「大気汚染防止法」公布   

  「騒音規制法」公布   

12   「騒音規制法」に基づく政令市となる 

44. 4 「騒音規制法」に基づく地域指定(広島市他) 公害対策課(12名)を設置 

    市内河川、河口域の水質調査開始 

12 「広島県公害防止条例」公布   

45. 2 一酸化炭素に係る環境基準－閣議決定   

4 水質汚濁に係る環境基準－閣議決定   

6 「公害紛争処理法」公布   

9 水質汚濁に係る環境基準の類型指定(太田川、瀬野

川水域) 

  

12 「公害対策基本法」の一部改正、「水質汚濁防止

法」等公害関係14法成立 

  

46. 4   「広島市中小企業公害防止資金融資制度」発足 

    太田川上流の水質調査開始 

    河川底質調査開始 

5 騒音に係る環境基準－閣議決定   

6 「悪臭防止法」公布 「水質汚濁防止法」に基づく政令市となる 

  「特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律」公布 

「広島市水質監視員」設置 

7 環境庁発足 課名を「環境保全課」に変更 

  「広島県公害防止条例」全面改正   

8   「特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律」に基づく政令市となる 

    「広島市環境保全協議会」設置 

    「広島市環境保全連絡調整委員会」設置 

9 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行 航空機騒音調査開始(県共同) 

10   環境保全部(調整課、規制課、公害試験所計33名)を

設置 

    「大気汚染防止法」に基づく政令市となる(工場を

除く) 

12 「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基

準を定める条例」公布(上乗せ条例) 

 

47. 1   紙屋町測定局(自動車排出ガス)、広島県から借受け 

    「広島県公害防止条例」に基づく事務委任(大気(工

場を除く)、水質、騒音) 

4   環境騒音調査開始 

  「広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」施行 
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年月 国 ・ 広 島 県 広  島  市 

5   「悪臭防止法」に基づく政令市となる 

6 「各種公共事業に係る環境保全対策について」－閣

議了解 

  

7   大気測定車(ブルースカイ)購入 

48. 4   学校環境調査開始(大気、騒音) 

    「広島市環境保全モニター」設置 

    悪臭物質の測定開始 

5 「悪臭防止法」に基づく地域指定(広島市他) 

大気汚染に係る環境基準－環境庁告示 

  

6 第1回「環境週間」実施   

48. 7 「オキシダント、二酸化窒素、一酸化炭素に係る常

時監視及び緊急時の措置要領」制定(広島県) 

  

  第1回「瀬戸内海環境保全月間」実施   

8 固定発生源に係る窒素酸化物の排出基準設定   

10 「瀬戸内海環境保全臨時措置法」公布   

  「公害健康被害補償法」公布   

12 航空機騒音に係る環境基準－環境庁告示 「広島市環境保全整備計画」作成 

49. 3 「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基

準を定める条例」一部改正 

比治山測定局(自動車排出ガス、騒音)設置 

4 「大気汚染防止法」に基づく燃料使用規制地域の指

定(広島市中央部) 

  

  騒音に係る環境基準の類型指定(広島市他)   

6 「環境影響評価の運用上の指針について」－中央公

害対策審議会の中間報告 

  

9   三篠小学校、皆実小学校、袋町小学校に大気測定局

を設置 

10 「大気汚染防止法」に基づく燃料使用基準設定－県

告示 

新幹線(試運転列車)騒音調査開始 

  水質汚濁に係る環境基準の類型指定(広島市地先海

域、海田湾他) 

  

50. 3 山陽新幹線(岡山―博多間)開通   

6 水質汚濁に係る環境基準の類型指定(広島市内河川

(吉山川他7水域)) 

  

7 新幹線鉄道騒音に係る環境基準－環境庁告示 市長が「ごみ非常事態宣言」を発表 

8  「広島市廃棄物処理計画基本構想」を提出 

12 「環境影響評価制度のあり方について」－中央公害

対策審議会(検討結果のまとめ) 

  

51. 2 「広島･呉地域公害防止計画」策定(50～54年度)   

3   紙屋町測定局、広島県から譲渡 

6 「振動規制法」公布   

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改正  

7  広島市廃棄物処理事業審議会を設置 

8  中工場が稼働開始 

12   「振動規制法」に基づく政令市となる 
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年月 国 ・ 広 島 県 広  島  市 

52. 3   大気汚染中央監視局を設置(市役所内) 

6 航空機騒音に係る環境基準の類型指定(旧広島空港

周辺地域) 

  

  新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定(広島市

他) 

  

  旧広島空港が｢公共用飛行場周辺における航空機騒

音による障害の防止等に関する法律｣に基づく特定

飛行場に指定される 

  

10   旧広島空港周辺住宅の騒音防止工事の助成実施 

53. 1 「振動規制法」に基づく地域指定(広島市他)53.3施

行 

  

2 国･県･市の共同によるジェット機テスト飛行(旧広

島空港) 

  

3   井口小学校に大気測定局を設置 

4 「瀬戸内海環境保全基本計画」－閣議決定   

6 「水質汚濁防止法」一部改正(総量規制の導入等)  

 「瀬戸内海環境保全臨時措置法」一部改正(｢瀬戸内

海環境保全特別措置法｣と改題、瀬戸内海環境保全

の強化等) 

 

7 二酸化窒素に係る環境基準改定－環境庁告示   

54. 1   現安佐北区役所に大気測定局を設置 

3   現安佐南区役所に大気測定局を設置 

    庚午測定局(自動車排出ガス)設置 

4 「環境影響評価制度のあり方について」－中央公害

対策審議会の答申 

「広島県公害防止条例」に基づく事務委任(悪臭) 

7   袋町小学校測定局を南観音小学校に移設 

12   矢賀小学校に大気測定局を設置 

55. 3 「広島県洗剤対策推進要綱」県策定 大気測定車(ブルースカイ)更新 

  「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」を公告

(広島県) 

  

4 「燐
りん

及びその化合物に係る削減指導方針」決定 政令指定都市移行 

    「大気汚染防止法」(工場)、「瀬戸内海環境保全特

別措置法」並びに「悪臭防止法」(規制地域の指定

及び規制基準の設定)に基づく政令市となる 

5 「化学的酸素要求量に係る総量規制基準」、「水質

汚濁防止法施行規則に基づく汚濁負荷量の測定に係

る排水の期間及び特定排出水の化学的酸素要求量に

係る汚染状態及び特定排出水の量の計測方法」－県

告示 

  

8    「広島市水質浄化推進連絡会議」設置 

9 航空機騒音に係る環境基準の類型指定の改正   

12   新和小学校測定局(自動車排出ガス、騒音)設置 

56. 3 「広島･呉地域公害防止計画」策定(55～59年度)   

57. 2   広島駅測定局(自動車排出ガス)設置 

3   安川水質測定局設置 

4   環境保全部を「環境保健部」に改組 



- １９４ - 

 

年月 国 ・ 広 島 県 広  島  市 

     衛生研究所を設置 

12 「広島県環境影響評価の実施に関する指導要綱」－

県告示 58.4施行 

  

  「水質汚濁に係る環境基準」一部改正(湖沼の全窒

素、全燐
りん

) 

  

58. 3  安佐南工場稼働開始 

4  「ごみ非常事態宣言」解除 

5 「浄化槽法」公布(S58.11一部施行、S60.10全面施

行) 

 

58. 9   「広島市地下水汚染問題連絡会議」設置 

59. 7 「湖沼水質保全特別措置法」公布 「広島市化製場等に関する条例」を公布 

8 「環境影響評価の実施について」－閣議決定   

60. 3 水質汚濁に係る環境基準の類型指定の変更(猿猴川)   

6 大気汚染防止法、大気汚染防止法施行規則の一部改

正(小型ボイラーの規制対象) 

  

11   広島駅測定局を八幡小学校へ移設 

61. 3 「広島･呉地域公害防止計画」策定(60～64年度)   

  水質汚濁に係る環境基準の類型指定(府中大川)   

4   「大気汚染常時監視システム」更新 

    「騒音規制法」及び｢振動規制法｣(規制地域の指定

及び規制基準の設定)に基づく政令市となる 

5 燐
りん

及びその化合物に係る削減指導方針(広島県)   

10   中国四川省重慶市と友好都市提携 

62. 4 「化学的酸素要求量に係る総量削減計画」－県告示   

5 「化学的酸素要求量に係る総量規制基準」－県告示   

63. 3   「広島市環境保全モニター」廃止 

5 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する

法律」公布   

6  南工場稼働開始 

11 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の設立  

平成 

元. 3 

 「広島市西部丘陵都市環境管理指針」策定 

4   「広島市環境情報システム」整備 

6 「大気汚染防止法」一部改正(石綿規制)   

9 「悪臭防止法施行令」一部改正(低級脂肪酸4物質追

加) 

  

10 

 

重慶市から、酸性雨･大気汚染防止専門家の派遣要

請 

12 「へい獣処理場等に関する法律」(「化製場等に関

する法律」)一部改正 

 

2. 3   「広島市環境保全事業基金」設置 

4  玖谷埋立地へのごみ埋立て開始 

  安佐北工場稼働開始 

  北部資源選別センター稼働開始 

5  広島市環境管理計画策定検討委員会設置 

  重慶市へ環境保全視察団を派遣 

6 「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法

律」公布 

  

  「水質汚濁防止法」一部改正(生活排水対策の推進)   

8   「広島市地球環境問題連絡会議」設置 
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10 地球環境保全に関する関係閣僚会議｢地球温暖化防

止行動計画｣を決定 

  

11 「大気汚染防止法施行令」一部改正(ガス機関及び

ガソリン機関の追加) 

  

12   「広島市ゴルフ場指導要綱」施行 

3. 3 「瀬野川水質環境管理計画」策定 一般環境大気測定局の再編整備 

  「八幡川河川環境管理協議会」設立 矢賀小学校測定局を福木小学校へ移設(福木小学校

測定局) 

   八幡小学校測定局を伴小学校へ移設(西部丘陵測定

局) 

   南観音小学校測定局を廃止 

  「公害の防止に関する国の財政上の特例措置に関す

る法律」一部改正(10年延長) 

  

  「特定物質の規制等によるオゾン層保護に関する法

律」一部改正 

  

  「広島･呉地域公害防止計画」策定(平成2～6年度)   

4 「再生資源の利用の促進に関する法律」公布(H4.10

施行) 

追加悪臭物質に係る規制地域及び規制基準告示 

7 「水質汚濁防止法」一部改正(トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレンによる洗浄施設等を特定

施設として追加) 

重慶市環境保全視察団の受入れ 

9  「広島市生活排水処理基本計画」策定 

10 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」大幅改正 「八幡川水質汚濁防止対策推進連絡会」設立 

4. 3   大気測定車更新 

    広島市地下水汚染対策基本方針の決定 

5 「気候変動枠組条約」の採択  

6 環境と開発に関する国連会議(ブラジル:リオデジャ

ネイロ) 

  

10   重慶市研修生の受入れ 

    シアン化合物による太田川水質汚染事故発生 

12 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止

に係る暫定指導指針」一部改正 

「広島市水質浄化推進連絡会議」を｢広島市水質保

全会議｣に改組 

    広島市における地球環境保全への取組方針を決定 

5. 1 「瀬野川河川環境管理協議会」設立   

5. 3 「水質汚濁に係る環境基準について」一部改正(健

康項目9項目→環境基準健康項目23項目) 

「広島市環境管理計画」策定 

  「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行につ

いて」一部改正(地下水の評価基準の改正) 

  

4   重慶市へ環境保全視察団を派遣 

    「騒音規制法」及び｢振動規制法｣に基づく規制地域

の改正 

5 日本が「気候変動枠組条約」を締結  

6 「悪臭防止施行令、施行規則」の一部改正(悪臭物

質追加12項目→22項目) 

  

7   重慶市と技術交流調印 

    公用車に電気自動車を導入 
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8 水質汚濁に係る環境基準一部改正(海域の窒素･燐追

加) 

  

  「水質汚濁防止法」一部改正(窒素･燐を排水基準に

追加) 

  

10   重慶市に酸性雨研究交流センターを開所 

11 「環境基本法」公布･施行(公害対策基本法の廃止)   

12 「水質汚濁防止法」一部改正(排水基準の有害物質

を追加11項目→24項目、鉛、砒素の排水基準の規制

強化) 

  

6. 2 土壌の汚染に係る環境基準の一部改正(対象項目の

追加10項目→25項目) 

「地球にやさしい市民会議」の設置 

3 「気候変動枠組条約」の発効  

6   酸性雨研究交流センター職員の受入れ 

10   ｢アメニティあふれるまちづくり優良地方公共団体｣

として被表彰 

11   重慶市へ職員2名を派遣 

12 「環境基本計画」(第一次)閣議決定  

7. 2  「太田川流域市町村水質保全交流会議」の設置(2市

7町2村) 

3 「広島県環境基本条例」施行 追加悪臭物質に係る規制地域及び規制基準告示(悪

臭物質追加12項目→22項目) 

4 「悪臭防止法」一部改正(嗅覚測定法による規制の

導入) 

「環境保全課」を｢環境対策課｣及び｢環境企画課｣に

改組 

    「広島市環境影響評価要綱」施行 

5   重慶市の環境保全視察団を受入れ 

6 「容器包装リサイクル法」公布(H9.4施行) 国際環境自治体協議会(ICLEI)へ加盟 

    「広島地球ウォッチングクラブ」設立 

7   全国アメニティ推進協議会平成7年度総会の開催(於 

広島市) 

    広島市環境サポーター養成講座開始 

9 「悪臭防止法施行令･施行規則」一部改正   

11   広島市環境サポーター制度発足 

    重慶市へ職員2名を派遣 

8. 3   「地球にやさしい市民行動計画」策定 

  「広島市産業廃棄物処理指導計画」改定 

4  アイエス西部丘陵都市開発事業に係る環境影響評価

手続の開始 

5 「水質汚濁防止法」「大気汚染防止法」一部改正 日中環境協力総合フォーラムへ出席 

6 広島県フロン回収推進協議会設置 ベトナム(ホーチミン市)・カンボジア(プノンペン 

  環境家計簿全国大会開催(於 広島市) 市)から研修生をそれぞれ2名と1名受入 

7   「平和の鐘」が日本の音風景100選に認定 

     太田川流域市町村水質保全交流会議による｢水援隊｣

発足 

8. 8   ベトナム社会主義共和国から研修生受入れ 

10 環境庁環境カウンセラー制度発足、募集開始   

11   日中環境協力都市会議へ参加 

12 「騒音規制法施行令」一部改正 「アイドリングストップ運動」実施 

9. 1 政令指定都市環境サミット’97開催   

  「大気汚染防止法施行令」一部改正   

2 環境影響評価制度中央環境審議会の答申 グリーン購入ネットワーク加入 
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  「大気汚染防止法施行規則」一部改正 第4回東アジア酸性雨モニタリングネットワーク専

門家会合開催 

    「地球環境子ども会議」を国際会議場で開催 

3 「広島県環境基本計画」策定 公用車に天然ガス自動車を導入 

  「地下水の水質の汚濁に係る環境基準」告示  

4 「大気汚染防止法」一部改正施行(建築物の解体等

に伴う石綿の飛散防止についての規制が追加) 

衛生局環境企画課･環境対策課を環境局環境企画課

に統合組織改正 

 「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」

制定 

 

有害大気汚染物質のモニタリング開始 

  「エコライフ100万人の誓い」運動実施  

 「特定フロン回収促進プログラム」策定  

6 環境影響評価法公布 「環境の日」ひろしま大会開催(以降毎年度開催) 

広島西風新都線に係る環境影響評価手続の開始 

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改正  

7   フィリピン(バレンズエラ市)･スリランカ(コロンボ

市)から研修生1名ずつ受入れ 

   

8 「ダイオキシン対策に関する5ヶ年計画」   

  「大気汚染防止法施行令」一部改正   

9 「廃棄物処理法施行令及び施行規則の一部を改正す

る省令」施行 

  

  広島県公害防止条例施行規則の一部改正 「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」策定 

10   「地球温暖化シンポジウム･イン･広島」開催 

11   第4回気候変動世界自治体サミット(名古屋)に参加 

12 気候変動枠組条約第3回締約国会議(温暖化防止京都

会議COP3)において「京都議定書」を採択 

重慶市に職員2名を派遣 

  「大気汚染防止法施行令」改正   

  「環境影響評価法施行令」公布   

 「地球温暖化対策推進本部」を設置  

10. 1   「地球にやさしい市民会議」を「広島市環境条例

(仮称)検討委員会」に改組 

2   環境局｢環境バッジ｣製作･配付 

3   安佐南･安佐北･福木小学校測定局を地上に移設 

4 「広島県公害防止条例」一部改正 ダイオキシン類大気環境調査開始 

  排水基準の有害物質を追加 学校焼却炉の使用廃止 

  「大気汚染防止法施行規則」一部改正(廃棄物焼却

炉に係るばいじん排出基準強化) 

  

6 「地球温暖化対策推進大綱」策定 バングラデシュ(シルヘット市)･ベトナム(ハノイ

市)から研修生1名ずつ受入れ 

 「家電リサイクル法」公布  

8   日中環境開発モデル都市構想専門家委員会に参加

(北京) 

9 「騒音に係る環境基準」の改正   

  ｢自動車排出ガスの量の許容限度｣一部改正   

10 「大気汚染防止法施行令」一部改正 「広島市役所環境保全率先行動計画」策定 
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 「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布  

11  広島駅南口広場にて｢アイドリング･ストップ街頭キ

ャンペーン｣実施 

12 「騒音規制法施行令」一部改正 中国重慶市から研修生2名受入れ 

  「振動規制法施行令」一部改正 (仮称)祇園山本地区開発事業に係る環境影響評価手

続の開始  

  「大気汚染防止法施行令」一部改正  

  「悪臭防止法施行令」一部改正 

11. 1  玖谷埋立地整備変更事業に係る環境影響評価手続の

開始 

2 「水質汚濁に係る環境基準」一部改正(環境基準健

康項目23項目→26項目) 

   

  騒音に係る環境基準の類型指定の全部改正(広島県)  

3 大気・水質･騒音･振動･悪臭の各規則一部改正(届出

の電子化及び押印手続見直し) 

「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」公

布 

  「広島県公害防止条例」改正(屋外燃焼禁止) 「広島市環境影響評価条例」公布 

    「広島市環境条例(仮称)検討委員会」を廃止 

4 「地球温暖化対策の推進に関する法律」施行 「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」施

行 

5 「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」一部改正

(電気ガス法改正) 

 

6 「環境影響評価法」全面施行 「広島市環境影響評価条例」全面施行 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律(PRTR法)」公布 

パキスタン(ファイサラバード市)・インド(ムンバ

イ市)から研修生1名ずつ受入れ 

 「ダイオキシン類対策特別措置法」公布  

  「瀬戸内海環境保全特別措置法」一部改正  

11  「第4次広島市基本計画」策定 

12 「大気汚染防止法施行令」「水質汚濁防止法施行

令」一部改正 

出島埋立地区廃棄物処分場設置に係る環境影響評価

手続の開始(条例施行後初の案件) 

 「ダイオキシン類対策特別措置法施行令、施行規

則」公布 

第4回気候変動世界自治サミット(名古屋)に参加 

重慶市に職員2名派遣 

  「特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律施行令」一部改正(ダイオキシン関係) 

 

12. 1 「ダイオキシン類対策特別措置法」施行 広島市環境局ホームページ開設 

  「排水基準を定める総理府令」一部改正 「広島市地球環境問題連絡等会議」を発展的に解消

し「広島市環境調整会議」を設置 

  「広島市環境審議会」設置 

2  安川水質測定局廃止 

3 「自動車騒音の限度を定める命令」の全部改正 「広島市の生物」発行 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律(PRTR法)」施行 

 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律施行令(PRTR法施行令)」

施行 

 

6 「浄化槽法の一部を改正する法律」公布（H13.4施

行） 

パキスタン(クエッタ市)・インド(トリヴァンドラ

ム市)から研修生1名ずつ受入れ 

7  水質・底質・地下水のダイオキシン類調査開始 

10  土壌のダイオキシン類調査開始 

11  公共用水域の環境ホルモン調査開始 

  中国重慶市から研修生2名受入れ 

12 「環境基本計画」(第二次)閣議決定  
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13. 1 環境省発足  

2  第2回こどもエコクラブアジア太平洋会議を国・県

と共催 

3 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律(PRTR法)施行規則」公布 

「広島市生活排水処理基本計画」策定 

4 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」

施行(冷蔵庫・エアコンの冷媒フロンの回収義務化) 

 

 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法

律(グリーン購入法)」施行 

 

5  マレーシア(ミリ市)から研修生1名受入れ 

6 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の

確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」公布 

「浄化槽法の一部を改正する法律」公布（H13.10施

行） 

PRTRパイロット調査実施 

 

8 

 

 安佐南工場建替事業(処理能力：600t/日)に係る環

境影響評価手続の開始 

10  「広島市環境基本計画」策定 

「広島市役所環境保全実行計画」策定 

安佐北工場においてISO14001認証取得 

11 「ダイオキシン類対策特別措置法施行令、施行規

則」一部改正(硫酸カリウムの製造に係る施設等

を特定施設(水質基準対象施設)に追加)(H13.12施

行) 

 

14. 3 「地球温暖化対策推進大綱」一部改正 「広島市グリーン購入方針」策定 

4 PRTR法に基づく事業者の届出開始 「環境企画課」を「環境政策課」と「環境保全課」

に分割 

5 「土壌汚染対策法」公布 玖谷埋立地拡張整備事業に係る環境影響評価手続の

開始 

  カンボジア(プノンペン市)から研修生1名受入れ 

6 日本が「京都議定書」を締結 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」一部改正 

 

7 「窒素含有量に係る総量規制基準」－県告示

(H14.10施行) 

 

7 「りん含有量に係る総量規制基準」－県告示

(H14.10施行) 

 

「ダイオキシン類対策特別措置法施行令」一部改正

(カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセ

チレン洗浄施設等を特定施設(水質基準対象施設)に

追加)(H14.8施行) 

 

 

 

9 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく水質の

汚濁のうち、水底の底質の汚染に係る環境基準適用 

 

10 「フロン回収破壊法(自動車関係)」施行 中国重慶市から研修生2名受入れ 

11 第5回内分泌攪乱化学物質問題に関する国際シンポ

ジウム開催(会場：広島国際会議場、広島市後援) 

 

15. 2 「土壌汚染対策法」施行  

3 「広島県環境基本計画」改定 「広島市多元的環境アセスメント基本構想」策定 

 「第一次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定  
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5  「広島市地球温暖化対策地域推進計画」策定 

   6 「CO２削減・百万人の環」消灯キャンペーン実施  

7 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推

進に関する法律」公布 

ブータン(ティンプー市)から研修生1名受入れ 

   9  「悪臭防止法による規制地域及び規制基準の指定」

告示(H16.1施行) 

10 「広島県公害防止条例」を全部改正し、「広島県生

活環境の保全等に関する条例」を公布 

「広島市地球温暖化対策地域協議会」設置 

  「広島市ぽい捨て等の防止に関する条例」施行 

 「エネルギー基本計画」(第一次)閣議決定  

12 「ダイオキシン類対策特別措置法施行令」一部改正

(４－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造に係る

施設等を特定施設 (水質基準対象施設 )に追

加)(H16.1施行) 

 

16. 2  市役所本庁舎においてISO14001認証取得 

3 「広島県地球温暖化防止地域計画」策定 「廃棄物最終処分場整備計画の策定における多元的

環境アセスメントガイドライン」策定 

 「ヒートアイランド対策大綱」決定  

4  「広島市多元的環境アセスメント実施要綱」施行 

5  インドネシア(バンドン・リージェンシー)から研修

生1名受入れ 

6 「景観法」公布  

7  「ゼロエミッションシティ広島を目指す減量プログ

ラム」策定 

10  中国重慶市から研修生2名受入れ 

17. 2 「京都議定書」発効  

3  白木産業廃棄物最終処分場増設事業に係る環境影響

評価手続の開始 

4 「京都議定書目標達成計画」閣議決定 旧佐伯郡湯来町との合併に伴い、山県郡西部衛生組

合に加入 

  環境政策課内にゼロエミッション推進担当を設置 

5 「浄化槽の一部を改正する法律」公布（H18.2施

行） 

スリランカ(デヒワラ・マウント・ラヴィニア市)か

ら研修生1名受入れ 

6 「地球温暖化対策の推進に関する法律」一部改正 「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」改定 

7  安佐南工場建替事業(処理能力：400t/日)に係る環

境影響評価手続の開始 

8 「ダイオキシン類対策特別措置法施行令」一部改正

(担体付き触媒の製造に係る施設等を特定施設(水質

基準対象施設)に追加)(H17.9施行) 

 

10  「都市環境協定」へ参加 

11 気候変動枠組条約第11回締結国会議(COP11)及び京

都議定書第１回締結国会合(COP/MOP1)(カナダ：モ

ントリオール) 

 

18. 1  区役所庁舎においてISO14001認証取得 

3  「広島市産業廃棄物処理指導計画」改定 

4 「大気汚染防止法」一部改正施行(揮発性有機化合

物(VOC)の排出規制の開始) 

水素自動車を導入 

 「環境基本計画」(第三次)閣議決定  

6 「地球温暖化対策の推進に関する法律」一部改正  

10 「大気汚染防止法」一部改正施行(特定粉じん排出

等作業の実施の事項に工作物に関する事項を追加) 

「広島市の生物(補遺版)」発行 
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  中国重慶市から研修生2名受入れ 

19. 1  ベトナム(トウアティエン・フエ市)から研修生1名

受入れ 

2 IPCC第４次評価報告(19.2～19.11)  

3 「エネルギー基本計画」(第二次)閣議決定 山県郡西部衛生組合脱退 

4  「資源・エネルギー・温暖化対策部」を設置 

  広島駅南口Bブロック第一種市街地再開発事業に係

る環境影響評価手続の開始 

6 「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」一部改

正(毒性等価係数の改正)(H20.4施行) 

「広島市環境基本計画(改定計画)」策定 

  タイ(パトン市)から研修生1名受入れ 

 「21世紀環境立国戦略」閣議決定  

12 気候変動枠組条約第13回締約国会議(COP13)及び京

都議定書第３回締約国会合(COP/MOP3)(インドネシ

ア・バリ)で、「バリ行動計画」採択 

 

20. 1 内閣総理大臣が「クールアース推進構想」を世界に

向けて提案 

 

2  市域の温室効果ガス排出量を2050年に1990年比で

70％削減する長期目標「カーボンマイナス70」を掲

げるとともに平成20年を「温暖化対策行動元年」と

位置付け 

3 「京都議定書目標達成計画」改定 大気測定車更新 

 「第二次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定  

4  「資源・エネルギー・温暖化対策部」を「環境政策

課ゼロエミッション推進担当」及び「エネルギー・

温暖化対策部企画課」に改組 

  「エネルギー・温暖化対策クロスセクション」を設

置 

6 内閣総理大臣が日本の温室効果ガス排出削減の長期

目標について発表 

ブータン(ティンプー市)から研修生1名受入れ 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」一部改正  

7 先進国首脳会議(G8北海道洞爺湖サミット)  

 「低炭素社会づくり行動計画」閣議決定  

 「今すぐecoじゃけん広島～広島発・ストップ地球

温暖化県民運動」開始 

 

11 

 

「PRTR法施行令」一部改正(対象化学物質の見直し

及び医療業を対象業種に追加)(H21.10施行) 

 

  中国重慶市から研修生2名受入れ 

  恵下埋立地(仮称)整備事業に係る環境影響評価手続

の開始 

21. 1  (仮称)石内東地区開発事業に係る環境影響評価手続

の開始 

3  「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」制

定 

  「ゼロエミッションシティ広島を目指す第２次減量

プログラム」策定 
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 4 「土壌汚染対策法」一部改正(汚染土壌処理業の新

設、形質変更時の届出規制等)(H22.4全部施行) 

 

6 内閣総理大臣が日本の温室効果ガス排出削減の中期

目標について発表 

「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」改定 

  フィリピン(ラ・トリニダード市)から研修生1名受

入れ 

9 内閣総理大臣が国連で温室効果ガス排出削減の中期

目標を表明 

 

 微小粒子状物質に係る環境基準の追加－環境省告示  

10  「広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例」制

定(H22.4施行) 

  「第5次広島市基本計画」策定 

11 内閣総理大臣が日米首脳会談で日本の温室効果ガス

排出削減の長期目標について発表 

「広島カーボンマイナス70―2050年までの脱温暖化

ビジョン―」策定 

12 気候変動枠組条約第15回締約国会議(COP15)及び京

都議定書第５回締約国会合(COP/MOP5)(デンマー

ク・コペンハーゲン) 

 

22. 4  「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」施

行 

5 「大気汚染防止法」一部改正(改善命令等の発動要

件の見直し、測定結果の未記録等に対する罰則の創

設等)(H23.4施行) 

 

 「水質汚濁防止法」一部改正(事故時の措置の対象

の追加、測定結果の未記録等に対する罰則の創設

等)(H23.4施行) 

 

6 「エネルギー基本計画」(第三次)閣議決定  

7  タイ(サムナクトーン市)から研修生1名受入れ 

11 気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)及び京

都議定書第６回締約国会合(COP/MOP6)(メキシコ・

カンクン) 

中国重慶市から研修生2名受入れ 

12  (仮称) JR可部線電化延伸事業に係る環境影響評価

手続の開始 

23. 3 東日本大震災 

「第2次広島県地球温暖化防止地域計画」策定 

「広島市生活排水処理基本計画」策定 

4 「第3次広島県環境基本計画」策定  

 「廃棄物処理法」一部改正(産業廃棄物の事業場外

保管の事前届出制度、罰則の強化等)(H23.4施行) 

 

 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法案」国会提出 

 

 「環境影響評価法」一部改正(計画段階配慮書手続

の新設等)(H24.4一部施行、H25.4全部施行) 

「悪臭防止法による規制地域の指定及び規制基準の

設定」告示(H23.5施行) 

5 内閣総理大臣がG8ドーヴィルサミットにおいてエネ

ルギー基本計画の見直しを表明 

 

6 「水質汚濁防止法」一部改正(有害物質を貯蔵する

施設の設置者について届出規定(構造基準等)の創設

等)(H24.6施行) 

 

7  タイ(バンプラ市)から研修生1名受入れ 
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8 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法案」公布 

 

10 「水質汚濁防止法施行規則」一部改正(H23.11一部

施行、H23.12全部施行) 

 

 「水質汚濁に係る環境基準」一部改正 

(カドミウムの基準値0.01mg/L→0.003mg/L) 

 

11 気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)(南アフ

リカ・ダーバン) 

 

 「水質汚濁防止法施行令」一部改正(H24.6施行)  

12 COP17において設定が合意された京都議定書第二約

束期間に日本が不参加 

 

 「基本方針～エネルギー・環境戦略に関する選択肢

の提示に向けて～」エネルギー・環境会議決定 

 

24. 3 

 

 「広島市環境影響評価条例」一部改正(H24.4施行) 

「エネルギー・温暖化対策部」を廃止 

4 「第四次環境基本計画」閣議決定 「エネルギー・温暖化対策クロスセクション」を廃

止 

  「企画課」を「温暖化対策課」に改称 

11 

 

気候変動枠組条約第18回締約国会議(COP18)(カター

ル・ドーハ) 

中国重慶市から研修生2名受入れ 

25. 3 

 

「当面の地球温暖化対策に関する方針」地球温暖化

対策推進本部決定 

「広島市環境影響評価条例」一部改正(H25.4施行) 

 「地球温暖化対策推進法改正案」閣議決定  

4 「水質汚濁に係る環境基準」一部改正(水生生物基

準に2物質追加、要監視項目に3物質追加) 

 

 新安佐南工場が本格稼働開始  

 新北部資源選別センターが稼働を開始  

5 「第三次循環型社会形成推進基本計画」閣議決定  

6 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の

確保等に関する法律」一部改正(第一種特定製品の

管理者の義務の創設等、法律名を「フロン類の使用

の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改

正)(H27.4施行) 

 

 「大気汚染防止法」一部改正(特定粉じん排出等作

業の届出義務者変更、解体等工事に係る調査説明等

の追加)(H26.6施行) 

 

 「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係

法令の整備に関する法律」公布(H25.12、H26.6一部

施行、H27.6完全施行) 

 

11 地球温暖化対策推進本部が、2020年度の削減目標を

決定 

 

 気候変動枠組条約第19回締約国会議(COP19)(ポーラ

ンド・ワルシャワ) 

 

26. 3 「土壌の汚染に係る環境基準」一部改正(1,1-ジク

ロロエチレンの基準値0.02mg/L→0.1mg/L) 

 

4 新しい「エネルギー基本計画」閣議決定  

6 「日本再興戦略」改正2014を閣議決定  

8  平成26年8月20日豪雨災害 

9  「平成26年8月20日の豪雨災害に伴う災害廃棄物処

理計画」を策定し、災害廃棄物の処理を開始 

10  環境政策課内に災害廃棄物処理担当を設置 
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11 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省

令」公布(H26.12施行)(カドミウム及びその化合物

の排水基準0.1mg/L→0.03mg/L、地下水の浄化基準

0.01mg/L→0.003mg/L) 

中国重慶市から研修生2名受入れ 

 「水質汚濁に係る環境基準」「地下水の水質汚濁に

係る環境基準」一部改正(トリクロロエチレンの基

準値0.03mg/L→0.01mg/L) 

 

12 気候変動枠組条約第20回締約国会議(COP20)(ペル

ー・リマ) 

 

27. 3  「広島市環境影響評価条例」一部改正(H27.6施行) 

  「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」策定 

  「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行

規則」一部改正(H27.4施行) 

5 

 

「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一

部を改正する省令」公布、施行(1,4-ジオキサンの

暫定排水基準の見直し) 

 

6 「大気汚染防止法の一部を改正する法律」公布

(H30.4施行)(水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑

な実施を確保するため、事業活動に伴う水銀等の排

出を規制） 

海田バイオマス混焼発電所建設計画事業に係る環境

影響評価手続の開始 

 

9 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省

令」公布(H27.10 施行)(トリクロロエチレンの排水

基 準 0.3mg/L→0.1mg/L 及 び 地 下 水 の 浄 化 基 準

0.03mg/L→0.01mg/L) 

 

10 「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法

律」公布、施行 

 

11 「日本の約束草案（H42年度までにH25年度比26%

減）」地球温暖化対策推進本部決定 

「気候変動の影響への適応計画」閣議決定 

 

12 気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）（フ

ランス・パリ）において「パリ協定」採択 

 

28. 2 気候変動長期戦略懇談会からの提言  

3 「第４次広島県環境基本計画」策定 「第２次広島市環境基本計画」策定 

 「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」公

布(H29.4施行)(クロロエチレンを特定有害物質とし

て指定) 

「広島市多元的環境アセスメント実施要綱」一部改

正(H28.4施行) 

 「水質汚濁に係る環境基準」一部改正（生活環境項

目に底層溶存酸素量を追加） 

 

5 「地球温暖化対策計画」閣議決定  

6 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一

部を改正する省令」公布（H28.7施行）（ほう素及

びその化合物等の暫定排水基準の見直し） 

 

10  中国重慶市から研修生2名受入れ 

11 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令及

び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令

の一部を改正する省令」公布（H28.12施行）（亜鉛

含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水

基準の見直し） 

 

 「パリ協定」批准を閣議決定  
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 気候変動枠組条約第22回締約国会議(COP22)(モロッ

コ・マラケシュ) 

 

29. 1 「大気汚染防止法施行規則及び大気汚染防止法施行

規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」

公布、施行（水素製造用改質器に係るばい煙の測定

頻度の規制緩和措置） 

 

2  （仮称）駅前大橋線軌道建設事業に係る環境影響評

価手続の開始 

29. 3 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止

及び水産動植物被害の防止に係る指導指針」制定 

「広島市地球温暖化対策実行計画」策定 

5 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」公布

（H30.4 一部施行、H31.4 全部施行） 

 

6 「水質汚濁防止法施行令」一部改正（H29.8 施行）

（水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造

業の用に供する塩水精製施設及び電解施設を特定施

設から削除 

 

10 「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」公

布（H30.4 施行） 

 

11 

 

気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)(ドイ

ツ・ボン) 

 

12 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」

公布（H30.4 施行） 

 

 「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省

令」公布（H30.4 施行） 

 

 「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支

援法人に関する省令の一部を改正する省令」公布

（H30.4 施行） 

 

30. 4 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一

部を改正する省令」公布、（H30.5施行）（1,4-ジ

オキサンの暫定排水基準の見直し） 

 

 「大気汚染防止法の一部を改正する法律等」施行  

6 「気候変動適応法」公布（H30.12施行）  

9 「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」

（第二段階改正令）公布（H31.4施行） 

 

10  中国重慶市から研修生2名受入れ 

11 「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準」一

部改正(トリクロロエチレンの基準値0.2mg/m3→

0.13mg/m3) 

 

12 

 

気候変動枠組条約第24回締約国会議(COP24)(ポーラ

ンド・カトヴィツェ) 

 

31. 1 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」

（第二段階改正規則）公布（H31.4施行） 

 

 「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省

令」（第二段階改正処理業省令）公布（H31.4施

行） 

 

 「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支

援法人に関する省令の一部を改正する省令」（第二

段階改正指定調査機関等省令）公布（H31.4施行） 

 

31. 3 「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌

環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正す

る告示」公布、施行 
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令和 

元. 6 

「浄化槽法の一部を改正する法律」公布（R元.6一

部施行、R2.4全面施行） 

（仮称）新交通西風新都線建設事業に係る環境影響

評価手続の開始 

 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一

部を改正する省令」公布（R1.7施行）（ほう素及び

その化合物等の暫定排水基準の見直し） 

 

7 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」公

布（R2.4施行）（太陽電池発電所の設置の工事の事

業を対象事業に追加） 

 

12 気候変動枠組条約第25回締約国会議(COP25)(スペイ

ン・マドリード) 

南工場建替事業に係る環境影響評価手続の開始 

  2. 3 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止

及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指

針」制定 

 

       4 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」

公布（R3.4施行） 

 

6 「大気汚染防止法の一部を改正する法律（石綿に係

る規制強化）」公布（R3.4から順次施行） 

（仮称）広島西ウインドファーム事業に係る環境影

響評価手続の開始 

12 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係

省令の一部を改正する省令」公布、施行 

 

 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法

律施行規則の一部を改正する省令」公布、施行 

 

   3. 3 「第５次広島県環境基本計画」策定 「第３次広島市環境基本計画」策定 

 「第３次広島県地球温暖化防止地域計画」策定 「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」改定 

  「広島市生活排水処理基本計画」策定 

 

 

 「広島市環境影響評価条例施行規則」一部改正

（R3.10施行） 

4 地球温暖化対策推進本部が、2030年度の削減目標を

決定 

 

6 

 

「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法

律」公布（R4.4施行） 

 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正

する法律」公布・一部施行（一部R4.4施行） 

 

 「地域脱炭素ロードマップ」策定  

 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長

戦略」閣議決定 

 

 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律」公布（R4.4施行） 

 

10 

 

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」公

布、施行（対象事業となる風力発電所の要件を引上

げ） 

 

 「水質汚濁に係る環境基準」「地下水の水質汚濁に

係る環境基準」一部改正（R4.4施行）（六価クロム

の基準値0.05㎎/L→0.02㎎/L、大腸菌群数を削除

し、大腸菌数を追加） 

 

 「地球温暖化対策計画」、「第6次エネルギー基本

計画」、「気候変動適応計画」閣議決定 

 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律施行令(PRTR法施行令)の

一部を改正する政令」公布 
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11 気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)(英国・

グラスゴー) 

 

4. 3 「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」

「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省

令」公布（R4.7施行） 

 

 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」

公布（R4.10施行） 

 

 「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令及び水質汚濁

防止法施行令の一部を改正する政令」公布（R4.4施

行） 

 

 「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改

正する省令」公布（R4.4施行） 

 

  5 「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一

部を改正する省令」公布（R4.7施行） 

 

11 気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)(エジプ

ト・シャルム・エル・シェイク) 

 

12  「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」公

布（R5.2施行） 

「広島市食品ロス削減推進条例」制定 

5. 3 「第３次広島県地球温暖化防止地域計画」改定 「広島市地球温暖化対策実行計画」改定 

  本通3丁目地区市街地再開発事業に係る環境影響評

価手続の開始 

 「生物多様性国家戦略2023－2030」閣議決定  

4 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理

の改善の促進に関する法律施行令(PRTR法施行令)の

一部を改正する政令」施行 

「広島市食品ロス削減推進条例」施行 

  「広島市廃棄物処理事業審議会」の名称を「広島市

廃棄物減量化・資源化等推進審議会」へ変更 

  「広島市廃棄物減量化・資源化等推進審議会」に

「食品ロス削減推進部会」を設置 

5 「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機

構法の一部を改正する法律」公布（R6.4全面施行） 

 

 「気候変動適応計画」一部変更閣議決定  

10  中国重慶市から研修生2名受入れ 

11 気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)(アラブ

首長国連邦（UAE）・ドバイ) 

 

6. 1 「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一

部を改正する政令」公布（R7.4施行）（排水基準に

ついて大腸菌群数を削除し、大腸菌数を追加） 

 

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省

令」公布（R6.4施行（六価クロム化合物の排水基準

0.5mg/L→0.2mg/L及び地下水の浄化基準0.05mg/L→

0.02mg/L) 、 R7.4 施 行 （ 大 腸 菌 数 の 排 水 基 準

800CFU/ml）） 
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 3 「広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則」公布（R6.4施行（受理書交付

の廃止および六価クロム化合物の排水基準0.5mg/L

→0.2mg/L）、R7.4施行（排水基準について大腸菌

群数を削除、大腸菌数の排水基準800CFU/ml）） 

 

5 「第六次環境基本計画」閣議決定  

8  アンモニア活用火力発電所整備事業に係る環境影響

評価手続の開始 

11 気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)(アゼル

バイジャン共和国・バクー) 

 

12  広島高速４号線延伸事業（都市計画道路広島西風新

都線）に係る環境影響評価手続の開始 

7. 2 「地球温暖化対策計画」、「第7次エネルギー基本

計画」閣議決定 

 

3  「広島市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」策定 

  （仮称）八幡東土地区画整理事業に係る環境影響評

価手続の開始 
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２ 関係条例等 

⑴ 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例の概要 

本市の環境行政の根幹として、環境の保全及び創造に関する基本理念や市･市民･事業者の

責務、施策の基本方針を定める「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」を平成１１

年３月に制定し、同年４月１日から施行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３３ 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例の体系図 

(制定の趣旨)  環境への負荷の少ない持続的発展が可能な都市を目指し、健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、
よりよい環境を築き、これを将来の世代に引き継いでいくために制定する。 (前文) 

第１章 総  則 

目  的  市民の健康で安全かつ快適な生活の確保のため、環境の保全及び創造に関する基本理念、本市・
事業者・市民の責務、施策の基本的事項を定める。(第１条) 

(用語の定義) 環境への負荷、地球環境保全、公害(第２条) 

各主体の責務と協働   ●本市の責務(第４条)     ●市民の責務(第６条) 
●事業者の責務(第５条)    ●三者の協働(第７条) 

基 本 理 念   暮らしやすい豊かな環境の継承           自然に恵まれたまちづくりの実現 
(第３条)   豊かな環境を保ちながら発展していくまちづくりの実現  地球環境をまもるための活動の推進 

第２章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等 

●環境月間(第８条) 

第１節 地域の環境の保全及び創造(まちや自然をまもるための指針) 
●環境の保全上の支障を防止するための措置(第１０条)  ●自然との触れ合いの確保(第１２条) 
●河川等における環境の保全等(第１１条) 

●年次報告(第９条) 

第２節 環境に配慮した都市の形成の推進(環境に配慮したまちをつくるための指針) 
●環境に配慮した都市構造の形成(第１３条)    ●水の健全な循環等(第１７条) 
●開発事業における環境への配慮の促進(第１４条) ●都市緑化の推進(第１８条) 
●環境に配慮した建築物の普及(第１５条)     ●良好な都市景観の形成(第１９条) 
●環境への負荷の少ないエネルギーの利用等(第１６条) 

第３節 環境に配慮した行動様式の推進(まちに住むためのルールづくりに関する指針) 
●環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進(第２０条) ●市民等の自発的な活動の促進(第２４条) 
●資源の循環的な利用等の推進(第２１条)     ●事業者の自主的な取組の促進(第２５条) 
●情報の提供(第２２条)             ●環境への負荷の低減に資する産業の振興(第２６条) 
●環境教育の推進等(第２３条)          ●ごみの散乱の防止(第２７条) 

第４節 環境に配慮した交通等に係る施策の推進 
●交通体系の整備等(第２８条)          ●環境への負荷の少ない自動車の購入等の促進(第３１条) 
●自転車及び歩行者を主体とした道路の整備(第２９条) ●自動車の停止時の原動機の停止(第３２条) 
●自動車の効率的な使用等(第３０条) 

第５節 地球環境保全の推進   ●地球環境保全に貢献できる施策の推進等(第３３条) 

第６節 施策の総合的かつ計画的な推進 
●環境基本計画(第３４条)             ●調査及び研究の実施等(第３７条) 
●施策の策定等に当たっての配慮(第３５条)     ●環境影響評価の推進(第３８条) 
●国、他の地方公共団体等との協力(第３６条) 

第３章 環境審議会 ●環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議する附属機関の設置(第３９条) 
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⑵ 広島市環境基本計画 

平成１１年３月に制定した「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」第３４条に基

づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、｢広島市環境

基本計画｣を平成１３年１０月に策定し、平成１９年６月には、本市の環境を取り巻く状況

の変化に対応すること、本市の他の計画との整合を図ることを目的として、同計画を改定し

ました。 

この計画は、｢広島市基本構想｣に掲げられている本市の都市像｢国際平和文化都市｣を環境

面から実現するための部門計画として、環境行政の中心的な役割を担うものと位置付けられ、

計画の期間は平成２２年度までとしていましたが、国の計画策定状況等を踏まえた新計画を

策定するまでの間は、引き続き、改定後の「広島市環境基本計画」に基づき、施策が進めら

れました。平成２８年３月には、第２次広島市環境基本計画を策定し、平成２８年度以降は

同計画に基づき、施策を実施しました。 

また、令和３年３月には、第３次広島市環境基本計画を策定し、令和３年度以降は同計画

に基づき、施策を実施しています。 
 

 

図３４ 「第３次広島市環境基本計画」構成図 
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⑶ 環境影響評価制度 

ア 広島市環境影響評価条例 

環境影響評価（環境アセスメント）制度は、土地の形状の変更、工作物の新設等の環境

に影響を及ぼすおそれのある事業について、あらかじめその事業の実施が環境に及ぼす影

響を調査、予測、評価し、その結果を公表して、これに対する市民や専門家の意見を聴く

ことにより、環境に配慮した適切な事業とすることを目的とした制度です。 

本市では、一定規模以上の開発事業等を行うに当たって環境影響評価を行うための一連

の手続きを定める｢広島市環境影響評価要綱｣を平成７年に制定し、運用してきましたが、

国・県においても法・条例を制定したことから、本市においても平成１１年３月に「広島

市環境影響評価条例（以下「条例」という。）」を制定し、同年６月１２日から本格施行

しました。 

条例では、新たに、事業計画立案の早い段階から環境配慮を行う仕組みや、市民意見の

提出機会の拡大、各種書類の公表、事後調査制度の充実について盛り込んでいます。 

また、平成２３年１２月に環境影響評価法（以下「法」という。）が改正され、方法書

段階における説明会の実施や図書の電子縦覧が義務化されたことから、平成２７年３月に

条例の改正を行い、これらの手続を導入することとしました。 

さらに、平成２５年６月に法が改正され、放射性物質の適用除外規定が削除されたこと

から、同年６月に条例の改正を行い、放射性物質の適用除外規定を削除することとしまし

た。 

調査、予測、評価する環境影響評価項目の概要は図３５のとおりです。また、条例の対

象となる事業の種類・規模及び手続フローは、それぞれ表７２、図３６のとおりです。 

 

図３５ 環境影響評価項目の概要 
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表７２ 広島市環境影響評価条例の対象事業 

対 象 事 業 の 種 類  規模の要件の概要 

1 道路の新設又は改築の事業   

① 自動車専用道路･指定都市高速道路 新設又は改築(車線の増加に係る部分の長さが1㎞以上) 

② 林道 新設(幅員6.5m以上、かつ、長さが3㎞以上)又は改築(幅員

6.5m以上、かつ、幅員の増加に係る部分の長さが3㎞以上) 

③ ①～②以外の道路 新設(4車線以上、かつ、長さが3㎞以上)又は改築(4車線以

上、かつ、車線の増加に係る部分の長さが3㎞以上) 

2 ダムの新築、堰の新築又は改築その他河川工事の事業   

① ダム 新築(貯水面積が40ha以上) 

② 堰 新築(湛水面積が40ha以上)又は改築(湛水面積が20ha以上増

加し、かつ、改築後の湛水面積が40ha以上) 

③ 放水路 新築(土地の形状変更面積が40ha以上) 

3 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業 建設又は施設の改良(改良に係る部分の長さが1㎞以上) 

4 空港その他の飛行場又はその施設の設置又は変更の事業 飛行場の設置又は滑走路の新設、延長(250m以上の延長) 

5 電気工作物の設置又は変更の工事の事業   

① 水力発電所 設置(1.5万kW以上)又は変更(1.5万kW以上)の工事 

② 火力発電所 

③ 風力発電所 

設置(5万kW以上)又は変更(5万kW以上)の工事 

設置(1,500kW以上)又は変更(1,500kW以上)の工事 

④ 太陽電池発電所 設置（施行区域の面積が10ha以上）又は変更（施行区域の

面積が10ha以上）の工事 

6 廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更の

事業 

  

① 廃棄物焼却施設 設置(8t/h以上)又は変更(8t/h以上の増加) 

② し尿処理施設 設置(100kL/日以上)又は変更(100kL/日以上の増加) 

③ 最終処分場 設置(3ha以上)又は変更(3ha以上の増加) 

7 公有水面の埋立て又は干拓の事業 埋立て又は干拓の区域の面積が25ha以上(特別区域15ha以

上) 

8 土地区画整理事業 施行区域の面積が40ha以上(市街化調整区域を20ha以上含む

場合は20ha以上) 

9 住宅団地の造成事業 施行区域の面積が20ha以上 

10 工業団地の造成事業   

① 面積 施行区域の面積が10ha以上 

② 排出ガス量 工業団地における排出ガス量の合計が4万㎥N/h以上 

③ 排出水量 工業団地における排出水量の合計が5,000㎥/日以上 

11 流通業務団地の造成事業 施行区域の面積が10ha以上 

12 スポーツ･レクリエーション施設等の新設又は増設の事業   

① 都市公園又は第二種特定工作物 新設(形状変更区域の面積が20ha以上) 

② ゴルフコース 新設(形状変更区域の面積が5ha以上)又は増設(形状変更区

域の面積が5ha以上) 

13 下水道の終末処理場の新設又は増設の事業 終末処理場の新設又は増設(計画処理人口10万人以上の増

加) 

14 工場又は事業場の新設又は増設の事業  

① 敷地面積 形状変更区域の面積が10ha以上 

② 排出ガス量 工場又は事業場からの排出ガス量が4万㎥N/h以上 

③ 排出水量 工場又は事業場からの排出水量が5,000㎥/日以上 

15 土石等の採取の事業 新設(20ha以上)又は増設(20ha以上) 

16 大規模建築物の新築の事業 建築物の高さが100ｍ以上、かつ、延べ面積が10万㎡以上 

17 墓地又は墓園の新設の事業 形状変更区域の面積が20ha以上 

18 複合用地の造成事業 施行区域の面積が20ha以上(工業、流通系を含む場合は10ha

以上) 
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図３６ 広島市環境影響評価条例の手続フロー 
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イ 広島市環境影響評価審査会 

広島市環境影響評価条例第３６条第１項の規定に基づき、市長の附属機関として広島市

環境影響評価審査会を平成１１年５月に設置しました。 

審査会は、市長の諮問に応じ、環境影響評価、事後調査その他必要な事項を調査審議し

ます。 

委員の任期は２年で、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱

し、又は指定することとしており、令和５年度末現在で１５名が委員に就任しています。 
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ウ 条例施行後の運用状況 

これまで、表７３に示す事業について環境影響評価の手続を行っています。 

表７３ 環境影響評価制度の運用状況 

事 業 の 名 称 
出島埋立地区 

廃棄物処分場設置事業 

玖谷埋立地 

拡張整備事業 
安佐南工場建替事業 

広島駅南口Bブロック 

第一種市街地 

再開発事業 

白木産業廃棄物 

最終処分場増設事業 

事 業 の 種 類 

及 び 規 模 

最終処分場の設置事業  

(約18ha) 

最終処分場の規模の変更事

業 ( 埋 立 面 積 ：

12.7ha→14.6ha) 

廃棄物焼却施設の設置事

業(処理能力:400t/日) 

大規模建築物の新築事業

（高さ：約190ｍ、延べ面

積：約128,900m2) 

最終処分場の規模の変更事

業 ( 埋 立 面 積 ： 8.9ha → 

16.0ha) 

事 業 者 等 広島県 広島市 広島市 
広島駅南口Bブロック 

市街地再開発組合 
株式会社クリショー 

実 施 場 所 
広島市南区出島二丁目地

先 公有水面 

広島市安佐北区安佐町大

字筒瀬 

広島市安佐南区沼田町大

字伴字赤迫3990番地 

広島市南区松原町100番、

101番及び102番の全部並び

に13番及び17番の一部 

広島市南区猿猴橋町7番及

び10番の一部 

広島市安佐北区白木町大

字志路 

実施計画書の公告 平成11年12月15日 平成14年5月31日 平成17年7月１日 平成19年4月13日 平成17年3月１日 

準備書の公告 平成13年1月29日 平成18年3月1日 平成18年9月15日 平成19年9月20日 平成19年6月11日 

評価書の公告 平成14年8月29日 平成18年11月15日 平成19年4月16日 平成20年3月26日 平成21年1月9日 

備 考 ― 

事業規模を縮小し、対象

事業ではなくなったため

平成16年12月8日対象事業

廃止届が提出されたが引

き続き条例に準じて手続

きを実施。 

事業内容の修正に伴い実

施計画書の手続きから再

度手続きを実施。 
― ― 

 

事 業 の 名 称 恵下埋立地整備事業 
( 仮 称 ) 石 内 東 地 区 

開 発 事 業 

ＪＲ可部線電化延伸 

事業 

（仮称）駅前大橋線 

軌道建設事業 

（仮称）新交通西風 

新都線建設事業 

事 業 の 種 類 

及 び 規 模 

最終処分場の設置事業 

（埋立面積：約11ha) 

複合用地の造成事業 

（面積：82.0ha） 

鉄道の建設事業 

（普通鉄道 単線電化約

1.6km） 

軌道の建設事業 

（約1.2km） 

軌道の建設事業 

(約7.1km) 

事 業 者 等 広島市 広島電鉄株式会社 

西日本旅客鉄道 

株式会社 

広島市長、 

広島電鉄株式会社 

広島市長、 

広島高速交通株式会社 

実 施 場 所 
広島市佐伯区湯来町大字

和田字南恵下外 

広島市佐伯区五日市町 

大字石内の一部 

広島市安佐北区可部二丁

目 

～ 亀山南一丁目付近 

広島市南区松原町 

 ～ 

広島市南区比治山町 

広島市安佐南区大塚西 

～ 

広島市西区己斐本町 

実施計画書の公告 平成20年11月14日 平成21年１月30日 平成22年12月13日 平成29年2月2日 令和元年6月25日 

準備書の公告 平成22年10月29日 平成22年11月26日 平成25年2月14日 平成30年12月3日 ― 

評価書の公告 平成23年9月1日 平成24年4月5日 平成26年3月7日 令和元年11月29日 ― 

備 考 ― ― ― 

環境影響評価その他の手

続は、都市計画に定めら

れる対象事業に関する特

例により、都市計画決定

権者である広島市が当該

対象事業に係る事業者に

代わるものとして、都市

計画の決定をする手続と

併せて実施。 

環境影響評価その他の手

続は、都市計画に定めら

れる対象事業に関する特

例により、都市計画決定

権者である広島市が当該

対象事業に係る事業者に

代わるものとして、都市

計画の決定をする手続と

併せて実施。 
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事業の名称 南工場建替事業 
本通3丁目地区市街地 

再開発事業 

アンモニア活用 

火力発電所整備事業 

（仮称）八幡東 

土地区画整理事業 

 

事業の種類 

及び規模 

廃棄物焼却施設の設置事

業（処理能力：300t/

日） 

大規模建築物の新築事業

（高さ：約185ｍ、延べ

面積：約169,800m2) 

電気工作物（火力発電

所）の設置 

（出力：約11万kw） 

複合用地の造成事業 

（実施区域の面積：約

28.2ha） 

事業者等 広島市長 
本通3丁目地区市街地 

再開発準備組合 

マツダ株式会社、 

三菱商事クリーン 

エナジー株式会社 

広島市八幡東土地区画 

整理組合 

実施場所 
広島市南区東雲三丁目17

番ほか 
広島市中区本通6番ほか 

広島市南区仁保沖町１番

１号（マツダ株式会社宇

品工場敷地内） 

広島市佐伯区五日市町大

字高井字大番二及び八幡

東一丁目、三丁目、四丁

目の各一部 

実施計画書 

の公告 
令和元年12月16日 令和5年3月29日 令和6年8月1日 令和7年3月28日 

準備書の公告 令和3年10月12日 令和6年6月13日   

評価書の公告 令和4年6月16日 令和7年2月27日   

備考 ― 

事業規模の修正（実施計

画書時の延べ面積：約

153,000㎡） 

― ― 

 

 

エ 広島市多元的環境アセスメント 

現在、広島市環境影響評価条例に基づき行われている環境アセスメントは、事業アセ

スメントと呼ばれているもので、事業の実施内容がほぼ固まった段階で行われるもので

あるため、大幅な事業計画の変更などが難しく、環境への影響をより少なくするための

手段が限られてしまうなどの制度上の限界があります。 

環境アセスメント制度を充分に機能させるためには、現行の環境アセスメント制度を

補完し、事業に先立つ政策や計画を立案する段階に環境への配慮を組み入れていく新た

な制度を構築する必要があります。 

本市ではこうした視点に立って、新たな環境アセスメント制度として、広島市多元的

環境アセスメント制度の構築に取り組んできており、平成１５年３月に制度の基本理念

や在り方を基本構想として取りまとめました。 

また､平成１６年４月には､広島市が策定する大規模事業等の計画を対象とした広島市

多元的環境アセスメント実施要綱を施行しました。 

 

⑷ 広島市環境審議会 

「広島市環境の保全及び創造に関する基本条例」第３９条の規定に基づき、市長の附属機

関として広島市環境審議会を平成１２年１月に設置しました。 

環境審議会は市長の諮問に応じ、①環境基本計画に関すること、②環境の保全及び創造に

関する基本的事項等を調査審議します。 

委員の任期は２年で、学識経験者、関係行政機関の職員、各種団体の関係者、その他市長

が必要と認める者のうちから市長が委嘱することとしており、令和６年度末現在で１８名が
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委員に就任しています。 

 

⑸ 広島市環境調整会議（庁内組織） 

  環境の保全及び創造に関する本市の施策について総合的に調整・推進するため、「広島市

環境調整会議」を平成１２年１月に設置しました。 

  この会議は、環境局担任副市長を会長、その他の副市長を副会長、各局長等委員をもって

組織しています。また、会議の円滑な運営を図るため、会議の下に環境局次長を幹事長、環

境局環境政策課長を副幹事長及び各局等の庶務担当課長を幹事とする「幹事会」を置き、幹

事会の事務を補佐するため、個別の事項について調査検討を行うことを目的に、「分科会」

が必要に応じて設置されます。 
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⑹ 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例 

 

平 成 11年 3月 24日 

条 例 第 1 3 号 

 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条～第9条) 

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等 

第1節 地域の環境の保全及び創造(第10条～第12条) 

第2節 環境に配慮した都市の形成の推進(第13条～第19条) 

第3節 環境に配慮した行動様式の推進(第20条～第27条) 

第4節 環境に配慮した交通等に係る施策の推進(第28条～第32条) 

第5節 地球環境保全の推進(第33条) 

第6節 施策の総合的かつ計画的な推進(第34条～第38条) 

第3章 環境審議会(第39条) 

附則 

本市は、中国山地を背に緑豊かな山々や丘陵に囲まれ、南には風光明媚びな瀬戸内海が開け、

太田川河口デルタには6つの川が流れ、「水の都」といわれる特有の景観を形成する豊かな自然

に恵まれた都市である。 

昭和20年8月6日、本市に人類史上初めて原子爆弾が投下され、都市の機能は麻痺ひし、多くの

尊い生命が失われ、この恵まれた自然は壊滅的な打撃を受けた。この惨禍にもめげず、本市は、

市民の英知と努力によって目覚ましい復興を遂げ、自然との共存を図りつつ、中四国地方の中枢

機能を担う都市として発展してきた。 

水と緑に代表される本市の恵まれた自然には、被爆都市として訴え続けている平和の象徴とし

て育まれてきた歴史的背景がある。 

しかし、都市の発展に伴う人口の集中や産業の集積、また、これまで社会の繁栄を支えてきた

大量生産、大量消費及び大量廃棄の社会経済活動は、環境に大きな負荷を与えており、身近な環

境に影響を及ぼすだけでなく、地球温暖化、オゾン層の破壊等、地球的規模で環境へ影響を及ぼ

しており、人類を含むすべての生物の存在基盤を将来にわたって脅かしている。 

健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することは、健康で安全かつ快適な生活を営む上での市民

の権利であり、この環境を維持するとともに向上させながら将来の世代に継承していくために行

動することは、私たちの責務である。 

私たちは、社会経済活動や生活様式の在り方を見直すとともに、一人ひとりが環境をより良く

するための努力を重ね、さらに国の内外の地域の人々とも互いに協力し合って、地球上のあらゆ

る生命が平和のうちに共存できるような取組を推進しなければならない。 

このような認識の下、私たちは、人と自然が共生し、環境への負荷が少なく、持続的発展が可

能な都市を目指すとともに、地球環境の保全に貢献していくために、この条例を制定する。 

第1章 総則 
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(目的) 

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに本市、事業者及び

市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在

及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる環境の実現を図ることを目的

とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の

原因となるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚

染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態

に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ快適な生

活の確保に寄与するものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲

にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含

む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを

除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに

人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生

ずることをいう。 

(基本理念) 

第3条 環境の保全及び創造は、健全で恵み豊かな環境が市民の健康で安全かつ快適な生活に欠

くことのできないものであることにかんがみ、この環境を将来にわたって維持し、及び向上さ

せ、かつ、現在及び将来の市民がこの恵沢を享受することができるように積極的に行われなけ

ればならない。 

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷が少なく、持続的に発展することができる都市の実現

を目的として、本市、事業者及び市民のそれぞれの責務に応じた役割分担及びこれらの者の協

働の下に積極的に行われなければならない。 

3 環境の保全及び創造は、自然との触れ合いのある都市の実現を目的として、生物の多様性の

確保に配慮しつつ、自然環境を良好な状態に維持し、及び向上させることによって行われなけ

ればならない。 

4 地球環境保全は、人類を含む地球上の生物すべてにかかわる課題であるとともに市民の健康

で安全かつ快適な生活を将来にわたって確保する上での課題であることにかんがみ、すべての

事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。 

(本市の責務) 

第4条 本市は、その自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的

な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(事業者の責務) 

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、

又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係

る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な
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措置を講ずる責務を有する。 

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当

たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負

荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、環境への負荷の低減に資す

る原材料、役務等を利用するように努めなければならない。 

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減

その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、本市が実施する環境の保全及び創造に関す

る施策に協力する責務を有する。 

(市民の責務) 

第6条 市民は、健全で恵み豊かな環境を維持し、及び向上させるには市民一人ひとりの行動が

深くかかわっていることを認識し、その日常生活の中で環境への負荷の低減に努めなければな

らない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、本市が実施

する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

(本市、事業者及び市民の協働) 

第7条 本市、事業者及び市民は、共通の目標に向かって相互に補完し、協力し合うという協働

の下に、環境の保全及び創造に努めなければならない。 

(環境月間) 

第8条 事業者及び市民の間に広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに、

積極的に環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲を高めるため、環境月間を設ける。 

2 環境月間は、6月とする。 

3 本市は、環境月間の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めるものとする。 

(年次報告) 

第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため、毎

年、環境の状況、本市が講じた環境の保全及び創造に関する施策の状況等を明らかにした報告

書を作成し、これを公表するものとする。 

第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策等 

第1節 地域の環境の保全及び創造 

(環境の保全上の支障を防止するための措置) 

第10条 本市は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 工場又は事業場における事業活動に伴う汚染物質の排出、騒音又は振動の発生その他の

行為によって生ずる公害を防止するために必要な措置 

(2) 自動車の運行に伴う汚染物質の排出又は騒音若しくは振動の発生によって生ずる公害を

防止するために必要な措置 

(3) 炊事、洗濯、入浴その他の人の生活に伴い排出される水によって生ずる公害を防止する

ために必要な措置 

(4) 人の健康を損なうおそれのある化学物質等によって生ずる公害を防止するために必要な

措置 

(5) 廃棄物を適正に処理するための事業を推進するために必要な措置 

(6) 適正な土地利用を誘導するための事業を推進するために必要な措置 

2 前項に定めるもののほか、本市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止

するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(河川等における環境の保全等) 
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第11条 本市は、河川、海岸、森林、緑地、農地等における環境の保全及び創造並びに生物の多

様性の確保のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

2 本市は、前項の措置を講ずるに当たっては、特に次に掲げる事項の確保に配慮するものとす

る。 

(1) 河川及び海岸については、清潔な状態及び良好な景観が保持され、並びに良好な水質が

確保されるように図ること。 

(2) 森林については、森林が有する水源の涵養、二酸化炭素の吸収その他の機能が確保され

るために必要な管理が行われるように図ること。 

(3) 市街地及びその周辺部にある緑地が適正に保全されるように図ること。 

(自然との触れ合いの確保) 

第12条 本市は、市民が自然と触れ合うことのできる場の適正な整備及びその健全な利用のため

の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

第2節 環境に配慮した都市の形成の推進 

(環境に配慮した都市構造の形成) 

第13条 本市は、地域の環境の保全及び創造並びに交通施設の整備との整合に配慮して人口及び

都市機能が適正に配置される都市の構造を形成するための事業を推進するため、必要な措置を

講ずるものとする。 

(開発事業における環境への配慮の促進) 

第14条 本市は、土地の形質の変更、工作物の新設その他の事業が自然環境への負荷の低減、生

物の多様性の確保、自然環境の回復等に配慮されることを促進するための事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

(環境に配慮した建築物の普及) 

第15条 本市は、耐久性、断熱性等の向上により資源及びエネルギーが有効に利用できる建築物、

周辺の自然環境との調和に配慮された建築物その他の環境に配慮した建築物を普及させるため

の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

(環境への負荷の少ないエネルギーの利用等) 

第16条 本市は、太陽光その他の環境への負荷の少ないエネルギーの利用及びエネルギーの効率

的な使用のできる設備等を普及させるための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものと

する。 

(水の健全な循環等) 

第17条 本市は、雨水の地下への適正な浸透その他の水の健全な循環及び水の有効な利用のため

の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

(都市緑化の推進) 

第18条 本市は、都市における緑化のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとす

る。 

(良好な都市景観の形成) 

第19条 本市は、地域の特性を生かした良好な都市の景観を形成するための事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

第3節 環境に配慮した行動様式の推進 

(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進) 

第20条 本市は、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、

必要な措置を講ずるものとする。 

2 本市は、環境への負荷の低減に資するよう、製品の長期間にわたる使用が促進されるように、
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必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(資源の循環的な利用等の推進) 

第21条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活において、資源の循環的な利用、エネル

ギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めなければならない。 

2 本市は、事業者及び市民による資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減

量が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 

3 本市は、廃棄物を資源として活用することを推進するために、必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 

(情報の提供) 

第22条 本市は、環境の保全及び創造に関する情報を市民、事業者又はこれらの者の組織する民

間の団体(以下「市民等」という。)に適切に提供するように努めるものとする。 

2 事業者は、自らの事業活動に関して保有する情報のうち、環境の保全及び創造に関する情報

を市民等に適切に提供するように努めるものとする。 

(環境教育の推進等) 

第23条 本市は、市民等が環境の保全及び創造についての関心と理解を深めるとともに市民等の

環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全及び創

造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(市民等の自発的な活動の促進) 

第24条 本市は、市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、

技術的な指導又は助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(事業者の自主的な取組の促進) 

第25条 本市は、事業者が自らの事業活動に伴う環境への負荷を低減させるための自主的な活動

に取り組むことを促進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(環境への負荷の低減に資する産業の振興) 

第26条 本市は、環境への負荷の低減に資する技術、製品、役務等の提供を行う産業を振興する

ため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

(ごみの散乱の防止) 

第27条 本市は、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所における紙くず、吸い殻、

空き缶等のごみの散乱を防止するため、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとす

る。 

第4節 環境に配慮した交通等に係る施策の推進 

(交通体系の整備等) 

第28条 本市は、道路交通を円滑にするための計画的な道路の整備、公共交通機関の整備及び利

用の促進その他の環境への負荷の低減に資する交通体系の整備及び交通対策のための事業を推

進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

(自転車及び歩行者を主体とした道路の整備) 

第29条 本市は、自動車を利用する必要性が低い移動についての自転車の利用又は徒歩への転換

の促進及び良好な生活環境の確保に資するため、自転車の利用者及び歩行者が快適に通行でき

る道路を整備するための事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。 

(自動車の効率的な使用等) 

第30条 原材料、製品等の輸送のために自動車を使用する事業者は、輸送効率の向上等により、

自動車の使用によって生ずる環境への負荷を低減するように努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、自動車を使用する者は、日常生活その他の活動において、公共交
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通機関の利用等並びに自動車の適正な運転及び整備を行うことにより、自動車の使用によって

生ずる環境への負荷を低減するように努めなければならない。 

(環境への負荷の少ない自動車の購入等の促進) 

第31条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、排出ガスを発生しない自動車、排出ガス

の発生量が少ない自動車その他の環境への負荷の少ない自動車を購入し、又は使用するように

努めなければならない。 

2 本市は、環境への負荷の少ない自動車の購入又は使用が促進されるように、必要な措置を講

ずるように努めるものとする。 

(自動車の停止時の原動機の停止) 

第32条 自動車を運転する者は、排出ガスの削減及び騒音の防止のため、自動車を停止している

場合には、自動車の原動機を停止するように努めなければならない。ただし、緊急その他やむ

を得ない理由のある場合は、この限りでない。 

2 自動車の駐車のための施設を管理する者は、排出ガスの削減及び騒音の防止のため、当該施

設を利用しようとする者が当該施設内に自動車を駐車する場合(前項ただし書に該当する場合

を除く。)には、その者に対し自動車の原動機の停止を指導するように努めなければならない。 

3 本市は、第1項の規定による原動機の停止及び前項の規定による指導を促進するため、必要な

措置を講ずるものとする。 

第5節 地球環境保全の推進 

第33条 本市は、地球環境保全に貢献する施策を積極的に推進するものとする。 

2 本市は、国、他の地方公共団体及び市民等と協力し、地球環境保全に関する国際協力の推進

に努めるものとする。 

第6節 施策の総合的かつ計画的な推進 

(環境基本計画) 

第34条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境

の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する目標 

(2) 環境の保全及び創造に関する個別の施策の方針 

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、広島市環境審議会の意見を聴くとともに、市

民等の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。 

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。 

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第35条 本市は、環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し、及び実施するに当たっては、

環境基本計画との整合を図るものとする。 

2 本市は、環境の保全及び創造に関する本市の施策について総合的に調整し、及び推進するた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

(国、他の地方公共団体等との協力) 

第36条 本市は、環境の保全及び創造に関して広域的な取組を必要とする施策については、国、

他の地方公共団体その他関係する団体と協力してその推進に努めるものとする。 

(調査及び研究の実施等) 
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第37条 本市は、環境の保全及び創造に関する事項について、必要な調査及び研究の実施並びに

情報の収集に努めるものとする。 

2 本市は、環境の状況を把握するため、必要な監視、測定等の実施に努めるものとする。 

3 本市は、前2項の規定により得られた成果を適切に公表するものとする。 

(環境影響評価の推進) 

第38条 本市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、その事業の実施に当た

りあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測及び評価を行い、か

つ、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するた

め、必要な措置を講ずるものとする。 

第3章 環境審議会 

第39条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、広島市環境審議会(以下

「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項 

3 審議会は、委員25人以内をもって組織する。 

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 各種団体の関係者 

(4) その他市長が必要と認める者 

5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

6 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

7 臨時委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

8 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成11年4月1日から施行する。 

 


